
平成２６年第１回豊山町教育委員会臨時会会議録 
 

１ 開催年月日 平成２６年１月２７日（月） 

２ 開 催 場 所 豊山町役場 会議室３ 

３ 出 席 委 員 委  員  長    秋 田  勇 人 
委員長職務代理者    小 出  正 文 
委 員    萩    利 香 
教 育 長    松 田  康 朗 

４ 欠 席 委 員 委 員    水 野  明 美 

５ 説明のため

に出席した

職員 

教 育 部 長    坪 井    悟 
参 事    一 木  直 久 
学 校 教 育 課 長    飯 塚  泰 行 
生 涯 学 習 課 長    水 野  典 昌 

６ 書 記 学 校 教 育 係 長    青 井  宏 司 

７ 傍 聴 者 なし 

８ 議 事 日 程 日程第１ 委員長の報告 
 
日程第２ 教育長の報告 
 
日程第３ 付議案件 

 
 議案第４号 学校給食費の改定（案）について 

 議案第５号 豊山町学校職員に係る自家用自動車の公務使用に関

する取扱規程の一部改正について 

 議案第６号 豊山町文化財保護審議会委員の委嘱等について 

 報告第１号 豊山町いじめ防止基本方針（試案）について 

 
日程第４ その他 
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開会の宣告（午前１０時００分） 

 ただいまから、平成２６年第１回豊山町教育委員会臨時会を開会し

ます。 
 

日程第１ 委員長の報告 

 今回の教育委員会会議は、臨時会です。会議次第に従いまして、初

めにこの間の諸般の報告をさせていただきます。 

 だいぶ日が長くなりまして、日差しが春めいてまいりました。まだ

まだ寒い日が続いておりますので、風邪などひかぬように気をつけて

いただきたいと思います。また最近はノロウィルスによる食中毒事例

が全国的に多発しているようでございます。なかなか防止することは

難しいですが、手洗いなどでノロウィルスの発生防止に努めていただ

きたいと思います。インフルエンザも警戒領域に入ってきたようでご

ざいますので、学校等での感染防止対策をとっていただきたいと思い

ます。 
 以上でございます。 
  

日程第２ 教育長の報告 

 次に、教育長報告をお願いします。 

本日の報告は省略させていただきます。よろしくお願いします。

以上でございます。 

 

日程第３  付議案件 

次に、付議案件に入ります。 

「議案第４号 学校給食費の改定（案）について」事務局から説明

を求めます。 

―説明― 議案第４号 

議案第４号について、ご質問等お受けします。 

 （発言なし） 

ないようですので、議案第４号について原案どおり承認してよろ

しいでしょうか。 
（「異議なし」の声） 
議案第４号は原案どおり承認させていただきます。 

続いて、「議案第５号 豊山町学校職員に係る自家用自動車の公務

使用に関する取扱規程の一部改正について」事務局から説明を求めま

す。 

―説明― 議案第５号 

議案第５号について、ご質問等お受けします。 

 今回の一部改正によって、職員の負担が増えると思うがそういった

ところで町が補助を行うなど考慮されているか。 
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町が補助を行うことなどは考えておりません。県の取扱要領によれ

ば、公務中の事故については当事者の自賠責保険と任意保険で損害賠

償をするということが前提にあります。過去の事例で任意保険に入っ

ていなかったので、保険賠償ができなかった。そこで愛知県が不足分

を補填したという事例がありました。そういったことをうけて、運転

免許証の提示と個人の保険の確認が重要になりますので、保険の中の

対人・対物などを把握するということで、このような改正となりまし

た。 

 その他に、ご質問等お受けします。 

ないようですので、議案第５号について原案どおり可決してよろ

しいでしょうか。 
（「異議なし」の声） 
議案第５号は原案どおり可決させていただきます。 
続いて、「議案第６号 豊山町文化財保護審議会委員の委嘱等につ

いて」事務局から説明を求めます。 

―説明― 議案第６号 

議案第６号について、ご質問等お受けします。 

 （発言なし） 

ないようですので、議案第６号について原案どおり可決してよろ

しいでしょうか。 
（「異議なし」の声） 
議案第６号は原案どおり可決させていただきます。 

続きまして、報告に入ります。 

「報告第１号 豊山町いじめ防止基本方針（試案）について」、事

務局の説明を求めます。 

―説明― 報告第１号 

報告第１号について、ご質問等お受けします。 

 （発言なし） 

ないようですので、以上で付議案件を終わります。 

 

日程第４ その他 

次に、その他に入ります。 

事務局から、報告事項はありますか。 

 ―連絡事項― 事務連絡 

 その他、委員の皆様からご発言はありませんか。 

（発言なし） 

 

閉会の宣告（午前１０時１５分） 

他にご発言もないようですので、以上で平成２６年第１回豊山町教

育委員会臨時会を閉会します。 
 

 

 


